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要 旨

外国人の増加に伴い、韓国政府の支援により設立された移住民のための「移住民放

送」は、さまざまなメディアを通して外国人の支援を続けている。その放送局の代表

や教育支援者、活動する外国人の面接調査から、支援は外国人にどのような影響を与

えているのかを探った。その結果、「移住民放送」が、韓国での差別や偏見のない社

会をめざし、彼らの力強い声を社会に伝達するという目的は、メディア教育という支

援により実施されていた。メディアを通じて、外国人を支援していくということは、

彼らの声を母語で発信するのみならず、彼らの活躍できる場を提供し、当事者の韓国

生活・適応に大きく影響を及ぼしていると考えられた。支援者の外国人との対等な社

会を目指すという目標については、一般放送を通じての差別用語使用や偏見など、社

会での外国人との共存に対しての認識がまだ不足していると考えられた。しかしなが

ら、支援者たちの活動・信念が 15年もの間、引き継がれ、社会に外国人の母語で活

動できる場を提供し、彼らのエンパワーする場を作り出していることは、今後、日本

での外国人との共存を考える上での課題になると考えられた。

キーワード：移住民放送、外国人支援、多文化共生、母語保持、韓国社会

1．はじめに

グローバル化による人口移動が進む中、現在は、社会での外国人との共存が必要不
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可欠となっている。日本では、在留外国人数が 293万 3137人（出入国在留管理庁，

2019）となり、総人口の約 2.3％となった。1990年の出入国管理及び難民認定法の改

正以後、約 3倍に増加したのである。日系三世とその配偶者と子どもに対して就労に

制限のない在留資格である「定住者」が付与されたことをきっかけとして、南米から

の労働を目的とした日系人が増加した。また、1972年の中国との国交正常化以後、

中国帰国者およびその家族・親族も増加した。2006年には、総務省が「地域におけ

る多文化共生推進プラン」として外国人との共生・支援策を推進し始めた。その中

で、外国人労働者及びその家族の日本語習得が課題となり、文部科学省は、2001年

に JSL カリキュラムの開発を推進し始め、2014年に外国人児童・生徒を対象とした

「特別の教育課程」1による日本語指導を開始した。さらに、2019年に「日本語教育の

推進に関する法律」を制定し、基本施策として在住外国人に対する日本国内における

日本語教育の拡充を掲げた。しかし、現在も、教育現場では外国人児童・生徒の集中

地域と散在地域では支援の差があり、教員の指導技量不足などの課題も多い。

一方、韓国では 1990年に約 6.5万人だった在留外国人数は、2019年には 177万

8918人となり、総人口の約 3.4％を占めるようになった（韓国統計情報サービス，

2019）。1990年代からの外国人労働者の増加にともない、政府は 2004年に「雇用許

可制」を導入した。また、2007年には「在韓外国人処遇基本法」を制定し、韓国系

外国人の就労を拡大させた。さらに、2000年代からの急激な国際結婚の増加により、

2008年には「多文化家族支援法」2を制定し、国際結婚により韓国に居住する外国人

配偶者（以下、結婚移民者）とその子どもに対してさまざまな支援を開始した。韓国

語教育に関しては、地域の「多文化家族支援センター」3で、無料で受講できるよう

になり、多文化家庭の子どもの就学後の学習支援として支援者の派遣も実施してい

る。今後も在留外国人数は、少子高齢化も要因となり、増加すると予想されている。

このように日本同様に外国人との共存が課題となっている韓国社会であるが、外国人

への法の改正、支援の拡大は急速に進められている。支援策策定の背景も含め、社会

での外国人への支援活動は、どのように実施されているのか、言語を含めどのような

支援があるのかという視点から、本調査では、移住民4のために設立された韓国移住

民放送のフィールド調査と取材記録、関係者への面接調査から、支援の重要性とその

支援を支えるものを探ることを目的とした。メディアという言語を使用する支援につ

いて調査することは、今後の外国人との共存、言語教育、母語教育・維持など、さま
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ざまな課題解決の糸口になる意義ある研究になると考える。

2．研究背景と韓国移住民放送

2.1．研究背景

韓国では 1988年のオリンピック前後からの経済発展にともない、外国人労働者が

不法就労も含め増加し始めた。そのため、政府により 2003年に「外国人労働者の雇

用等に関する法律」が制定され、2004年に外国人単純技能労働者を有期契約の正規

労働者として政府の管理の下で受け入れる「雇用許可制」を導入した。これは、政府

の統制による不正の激減、賃金差別の改善、人権保護の促進、事業主と外国人労働者

自身の満足度等において全般的に肯定的な評価がなされている（白井，2008 a）。ま

た、2007年には「在韓外国人処遇基本法」が制定された。この法律は、外国人が韓

国社会に適応して能力を充分に発揮し、国民と外国人の双方が理解し尊重し合う社会

環境をつくることで、国の発展と社会統合に貢献することを目的としている。一方

で、在韓外国人の処遇については、「国及び地方自治体は、外国人及びその子に対す

る不合理な差別を防止し、人権を擁護するため努力するよう義務付けられ、外国人が

韓国社会に適応するために必要な教育等の支援を行う」（白井，2008 a : 137）とされ

ている。この法律の中では、韓国系外国人（朝鮮族および旧ソ連地域にいる高麗人と

呼ばれる人々）を対象に、就業できる職種を拡大する優遇策である「訪問就業制」を

実施し、32種の単純労働分野に就業可能とした。これは、外国からの移民を受け入

れるのではなく、短期の労働力を確保する制度導入のねらいがあった（春木，

2014）。また、2008年に制定された「多文化家族支援法」は、韓国人との婚姻により

韓国に居住する結婚移民者とその家族に対する法律である。政府は「在韓外国人処遇

基本法」が外国人の早期定着に重点を置いているのに対し、「多文化家族支援法」は

長期的なスパンでの多文化家庭への支援という「家族政策」の一つであるという点に

違いがあるとしている（白井，2008 b）。現在まで 11回改訂されているが、さまざま

な支援や教育プログラムを遂行している。これは、結婚移民者とその子どもに対する

将来の社会統合を目的とした支援であり、社会への同化政策的要素が強いとの指摘も

あるが、多文化家族支援センターの設置、韓国語無料教育プログラムの実施、就業支

援など、外国人支援策という視点からは一定の評価を得ている。

これらの韓国の在留外国人の増加の背景には、少子高齢化、経済不況からの未婚者
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の増加、女性の社会進出を妨げる福祉問題などがあると考えられている（春木，

2006、2014）。2018年に韓国の合計特殊出生率は、0.98％と 1％をきり、OECD 参加

国の中では最低レベルとなった。今後も労働力不足や少子化問題を外国人に頼らなけ

ればならない現実は、社会での喫緊の課題となっている。そのため、韓国政府は、さ

まざまな外国人政策・支援策を打ち出しているのである。

2.2．韓国移住民放送

韓国移住民放送は、2004年に「移住労働者の放送」という名称で開局された非営

利団体であり、韓国初の移住民を対象とした放送局である。2004年は「雇用許可制」

が導入された時期で、外国人の不法就労も含め、韓国国内の在留外国人数が増加の一

途をたどっていた。開局された背景には、1998年に大統領に就任した金大中（キム

デジュン）大統領が、貿易・観光・文化交流を拡大していくことに重点を置いていた

ことによる。日本の大衆文化についても、1998年 10月に、韓国国内で第 1次開放5

が実施された。このような文化交流の拡大にともない、国内でのメディア産業にも力

を入れ始める。そこで、移住民を対象とした放送局の開局も許可されることになった

のである。2004年に開局した「移住労働者の放送」は、移住労働者の人権の改善と

韓国への適応支援を掲げ、自立支援のための映像プログラムなどを制作した。初期の

メンバー6には、韓国国内の DMZinternational documentary 映画祭に出品されたドキ

ュメンタリーに出演し、注目された人もおり、そのような人たちが「移住労働者の放

送」を支え、牽引していた。彼らの「移住労働者の放送」での活動を通して、韓国社

会における外国人のメディア活動が浸透していった。これらの活動が、「移住民放送」

の基盤となり、メディア制作・教育活動につながっていくのである。その後、2011

年に、さまざまな外国人を対象とする「移住民放送」と改称し、現在は移住民と韓国

人が対等な社会構成員として、差別のない社会で生きる共同体をめざすことを目標と

して活動している。また、移住民メディア運動団体として、移住労働者、結婚移民

者、移住青少年、留学生など、韓国に居住する外国人の声を社会に伝達することを目

的に支援を続けている（移住民放送（MWTV），2021）。現在は、メディア（ラジオ

放送・映像制作）教育、移住民映画祭など、メディアを通して、外国人がエンパワー

できる場を提供し、自立に向けた支援を実施している。主な活動内容は、移住民映画

祭開催、移住民ラジオ放送、メディア教育（ラジオ放送・映像制作）などである。非
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営利団体のため、活動資金は、後援会会員からの会費、各活動（プロジェクト）に対

する政府などからの支援金である。

3．先行研究

外国人との共生に関する研究には、さまざまな視点からの先行研究がある。移住民

放送では、「ビジョンとミッション」（移住民放送（MWTV），2021）の中で、①移住

民の声の伝達、②メディア制作・教育、③人権・差別改善の 3つを大きな外国人の支

援活動・目標としている。移住民の声の伝達は、その人の声・思いを社会に伝えると

いうことであり、それは、メディアを通してその人の母語での発話を促し、発話の場

を作る言語的支援である。また、それは、メディア制作という教育を通して実現でき

るように取り組んでいる。この支援の根底にあるものは、差別のない社会での外国人

との共存であり、外国人の人権や差別改善を目指している。このような外国人支援と

いう視点における移住民放送が掲げる 3つの支援活動・目標から先行研究を見ていく

こととする。

外国人への言語的支援といえば、日本では日本語教育であろう。多文化共生とし

て、1990年以降、外国人対象の日本語教育支援について研究がなされてきた。外国

人労働者には地域日本語教育、外国人児童・生徒への日本語教育については JSL、特

別の教育課程など、日本に居住するために必要な日本語の習得を支援している。その

法制化が 2019年に施行された「日本語教育の推進に関する法律」である（文化庁，

2019）。日本語教育の公的な保障に向けて国や地方公共団体が動き出したのである。

しかしながら、外国人生徒の高校や大学への進学の問題（ハヤシザキ，2015）、就学

の問題（小島，2021）など、日本語習得の課題は多い。また、外国人の母語について

は、地域でのコミュニティや母語教室などの研究があるが、さまざまな外国人が集ま

るコミュニティへの支援では、日本語習得や適応支援などが中心で、それぞれの母語

については言及されていない。

韓国では、将来の人的資源となる、結婚移民者については、地域の多文化家族支援

センターで韓国語の学習が無料で受講できる。多文化家族支援センターは、結婚移民

者を支援する目的で作られたものであり、外国人労働者は対象外となるが、これは地

域によって受講可能なところもある。また、韓国語以外の子どもへの学習支援も自宅

に派遣される方式で実施されている。多文化家庭の子どもおよび、海外からの中途入
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学、難民などの子女には、集中的に韓国語を学ぶことができる、公立の小・中・高等

学校が開校されている。在籍期間は年齢によって異なるが、寄宿型の多文化学校で

は、本来の在籍学校での学習についていけるだけの韓国語を習得し、在籍学校へ復学

することが目的であり、通学期間が、在学年数に認められる公的な韓国語・韓国文化

を中心に学習する教育機関である（花井，2018、仁川ハンヌリ学校，2021）。韓国で

の子どもたちへの母親の母語習得支援に関しては、日本、ベトナム、カンボジアなど

のコミュニティで実施されている。そこでは、子どもが母親の母語を習得し、母親の

親族との紐帯、将来の選択肢の拡がりへの期待などがある一方で、母親の異文化適応

の難しさや子どもの韓国語習得の遅れも指摘されている（及川・田辺，2017、�・

�，2013、�，2019）。

このように、言語的支援に関しては、その国のマジョリティ言語の習得を目的とし

た支援が多く、特に、外国人労働者の母語に関しての研究は僅少である。花井（2016

b）は、日本に居住する韓国人母が、日本では韓国人母のコミュニティがないため、

韓国語が使用できる場を求め、韓国系の教会に通い始めたということから、異国での

母語で話し伝えることの心理的重要性を指摘している。このように、母語を使用でき

る場は、居住地での自己を表現する上で必要な場であり、多文化社会では今後重要な

課題になると考える。

メディアとは、情報を伝達する媒体・手段・技術であり、紙を媒体とする新聞、雑

誌、書籍、写真から、現在はテレビ、映画、ラジオ、ビデオ、インターネットなどの

映像などがその役割を担っている。バッキンガム（2006）は、メディアは、直接では

なく、間接的に人々とコミュニケーションしたいときに使うもので、世界への直接的

な入り口ではなく、世界の選択的解釈を提供していると述べている。塚本（2013）

は、異文化間教育における映像メディア研究は、教材・映像利用研究から、態度変容

や偏見低減のための研究などが多くなり、近年は、メディア・リテラシーと異文化間

教育を目指した映像制作による授業実践や理論研究も実施されるようになったと述べ

ている。村田（2013）は、授業デザインとしての映像制作では、制作を通して、クオ

リティの高い制作能力の向上、メディアに対する論理的・分析的な視点、データを駆

使した調査分析能力、そして、制作を通して学ぶことで養われる能力を養うことを目

標としていると述べている。実際の教育的効果としては、個人的な側面の発想力・リ

サーチ力・文章作成能力、対人的な側面のコミュニケーション能力、協調性、チーム
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ワークなどがもたらされていることを明らかにしている。しかし、まだ制作を通した

学びに関しての理論的検討の試みが少ないことを指摘している。このように、現在の

メディア制作研究では、授業などでの映像制作を通しての学びであり、その効果につ

いての研究は僅少である。

韓国ではまだメディア教育のような先行研究は見当たらないが、結婚移民者・北朝

鮮からの脱北者・その他の在留外国人のメディア出演番組が増加している。外国人の

メディア出演の増加により、外国人に対するまなざしに変化があらわれている。それ

は、外国人が身近な存在であり、同じ社会で共存していることを実感しているのであ

る。これは、塚本が指摘した、メディア効果による、態度変容や偏見低減であろう。

メディアは、このように、人々の選択的解釈を通して、意識変革に影響を与えること

ができる媒体なのである。しかしながら、日韓の研究ともに、その制作技術がどのよ

うに個人に影響をあたえ、生活的・能力的資源になっていくのかについての研究はま

だ見当たらない。

人権とは、「すべての人々が生命と自由を確保し，それぞれの幸福を追求する権利」

あるいは「人間が人間らしく生きる権利で，生まれながらに持つ権利」である（法務

省，2010）。山田（2021 : 59）は、「『人間らしく生きていくための権利』と言っても、

何を満たせば『人間らしく生きていく』ことになるのか、その考えは人によって同じ

ではない。しかし、ある社会でほとんどの人が人間らしく生きていく上で必要だとし

て獲得、享受しているものがあるのも事実だ」と述べている。日本社会で家族を引き

裂かれない権利を持っている日本人と日本に家族を帯同できない一部の外国人労働者

の間には、人権的な格差があると述べている。また、外国人児童・生徒の就学義務が

ない日本に対しても人権を無視した教育的ネグレクトではないかと指摘している（山

田，2021）。このように、社会での多数派と外国人では人権的な格差がみられる。ま

た、差別という点では、佐藤（2005 : 65）は、「差別行為とは、ある基準をもち込む

ことによって、ある人（々）を同化するとともに、別のある人（々）を他者化し、見

下す行為」としている。他者化される人々とは、排除される人々を指し、ここで、自

己と他者との「差異」が生じるのである。人権や差別・偏見などの研究は、オールド

カマーやニューカマー、海外・帰国児童生徒などが対象としてなされてきており、そ

こでは日本人との差異が意識されてきた。

韓国では、在韓外国人処遇基本法にあるように、在留外国人への差別防止、人権擁
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護などが課題となっている。しかし、法の制定により、外国人労働者や結婚移民者と

その子どもに対する差別などに焦点があてられているが、その支援者や支援を支える

ものについての視点は欠如している。

そこで、本研究では、韓国移住民放送の外国人に対する支援活動を通して、支援関

係者とそこで活動する外国人の面接調査からメディアを通しての支援の重要性や、支

援を支えるものを探る。外国人へのメディアに関する支援が支援者や当事者にどのよ

うな影響を及ぼしているのかを明らかにすることは、今後の多民族・多言語社会の支

援政策を考えていく上で、重要であると考える。

4．調 査

4.1．調査経緯と調査概要

移住民放送と筆者とのかかわりは、2016年 4月に韓国語習得を目的とした公立の

ハンヌリ学校の校長への面接調査実施時に、校長からハンヌリ学校の地域取材をされ

ている日本人の Y 氏を紹介されたことから始まる。Y 氏は、取材のコーディネート、

記者などをしており、毎年 10月頃にソウルで開催される移住民映画祭の開催・企画

に携わっていた。移住民映画祭は、世界で移住背景を持つ人々をテーマとした映画

や、当事者が制作した映画を上映する映画祭で、Y 氏はその映画祭のコーディネー

トをしていた。その後、移住民放送に関わっているということで、Y 氏が司会進行

しているインターネットラジオ放送「�����（韓日チャジャン麺）」に 2017年

12月に出演した。これは、韓国と日本を往還する人を対象にインタビューするラジ

オ番組で約 30分のインタビューを録音した後、Y 氏が一人で収録内容を編集し、

2018年 1月に放送された。移住民放送の事務所には、ラジオ放送に必要な、録音・

編集・放送などのすべての設備が備わっていた。

その後、2018年 3月と 12月に Y 氏への面接調査を実施し、2018年 12月から

2019年 12月まで移住民放送で開催される活動を中心にフィールド調査を実施した。

4.2．調査対象者と調査方法・内容

調査対象者は、移住民放送共同代表者の日本人 Y 氏、移住民放送代表や関係者、

およびメディア教育を受け現在ラジオ放送をしている外国人である。

面接調査は、ソウルにある移住民放送の事務所で、2018年 3月と 12月に Y 氏、
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2019年 7月、8月に代表と関係者に、一人 30分～1時間ほどの半構造化インタビ

ューを実施した。面接対象者のプロフィールを表 1に示す。

面接言語は、Y 氏は日本語、M 氏は英語でそれ以外は韓国語であった。調査内容

は移住民放送とのかかわりや現在の活動状況、外国人支援に対する思いなどについて

語ってもらい、調査内容は IC レコードで録音し、その後、テキスト化した。日本語

以外の言語は、すべて筆者が日本語へ翻訳した。先行研究で検討した外国人支援活動

を分析の枠組みとして援用することとし、テキスト化した語りの分析については、パ

ラグラフ単位（意味のとれるまとまりごと）に区切り、先行研究で取り上げた 3つの

外国人支援活動である、①移住民の声の伝達、②メディア制作・教育、③人権・差別

改善のカテゴリーに当てはめる演繹的なアプローチを用いた（佐藤，2008、サトウ・

春日・神崎，2019）。最後に、3つのカテゴリーに「場」というラベルを当てはめた

分析結果を 5．で示す。ここで、演繹的なアプローチを用いた理由は、現在までの研

究結果との差異や移住民放送独自の結果が明らかにできると考えたためである。

また、ラジオ放送、ラジオ教育、映像制作教育、移住民映画祭の見学・取材記録の

フィールドノートは、2018年 12月～2019年度の活動記録として取り上げ、分析の参

考とすることとした。

J 代表は 2013年から移住民放送の代表として活動しているが、それ以前から女性

活動家としてさまざまな人権問題などに関わってきた。自身も外国人配偶者を持ち、

表 1 移住民放送調査対象者 6名のプロフィール

国籍 役職・担当内容

J 韓国 代表：移住民放送の責任者であり、運営・広報活動全般を担当

Y 日本 共同代表：メディア教育コーディネート。映画祭企画などを担当

H 韓国 事務局長：活動全般の事務およびホームページ運営などを担当

S 中国（朝鮮族） 映像制作教育講師：教育受講者であるが、現在は映像制作教育を
担当

M エジプト フォトジャーナリスト：難民認定後、地域支援により在籍。外国
人担当

P ミャンマー ラジオ放送活動家：メディア教育を受講後、ラジオ放送などで
MC を担当
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人権問題の一環として移住民放送と関わり、現在も外国人の人権保護に取り組んでい

る。Y 氏は、2013年ごろから移住民映画祭の企画などを担当し、2017年からは共同

代表として運営全体に関わっている。事務局長の H 氏は、以前映画制作の仕事に携

わり、中国での留学経験も持つ。2018年から移住民放送の事務局長として活動して

いる。映像制作教育を担当している S 氏は、大学でメディアを専攻し、卒業後も映

像制作にかかわっていた。現在は移住民放送の映像制作教育の講師として活動してい

る。また、2016年に難民認定されたエジプト出身の M 氏は、エジプトでドキュメン

タリージャーナリストだったため、その経験を活かし、2018年から地域支援により

移住民放送に籍をおいている。ミャンマー出身の P 氏は、韓国への留学後、メディ

ア教育を受け、現在韓国で就職しているが、移住民放送ではラジオ放送で MC など

を担当している。この 6名の面接調査からメディアを通した支援について探る。

5．調査結果と考察

移住民放送の 2018年 12月から 2019年度に実施された活動は、以下の 4つである

（表 2）。このほかに、フィールド調査は実施できなかったが、一般放送の差別用語モ

ニタリング活動がある。大学教授や専門家とともに、放送されている番組の映像を視

聴し、外国人が差別的ととらえることばのモニタリングもしていた。これらの活動を

通して、支援者と外国人はどのようにこの支援を捉え、どのような影響を受けている

のかということを面接調査結果から考察していく。

表 2 移住民放送の活動内容

活動内容 期間 内容

ラジオ放送 随時
（公開放送有）
（2回フィールド
調査）

ラジオ番組制作教育を受けた受講者などがインターネ
ットラジオで番組を制作している。移住民が、自身の
母語で、韓国にいる同国人に向け放送している。調査
時は、P 氏が録音の編集をし、その他は公開放送の
CM の撮影中で、フィリピン人結婚移民者が韓国語と
タガログ語を使用し、番組紹介を撮影していた。

ラジオ放送教
育

2019年 7～8月
（5 回、う ち 1 回
調査）

上記、ラジオ番組を一人で制作するための教育であ
る。メディア理論・企画・録音・編集・放送などの番
組制作理論・技術を学ぶ。調査時は、5名が参加し、
制作技術などの講義がなされていた。
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映像制作教育 2019年 9～12月
（10回、うち 3回
調査）

移住民及び移住背景を持つ青少年などを対象にした映
像制作教育で、留学生も参加可能である。今回は、約
20名の参加者がおり、4か月の間に映像制作の基礎か
ら編集・撮影までの過程を学び、最後に個人で撮影し
た映像上映会が実施された（最終的には 6作品を上
映）。

移住民映画祭 2019年 10月
2日間
（移住民放送の取
材記録）

2006年に「移住民労働者映画祭」として始まり、
2010年から「移住民映画祭」に名称を変え、毎年 10
月頃に開催される移住民放送の代表的な事業である。
国内外の移住民関連の映画を発掘・紹介し、移住民が
自らの人生を映画にして観客に披露する場でもある。
今回は、2日間の開催で、上映された作品の監督と観
客との移住問題や作品についてのトークイベントが実
施された。

5.1．自身の声を自身の母語で伝えられる、社会で活躍できる場

移住民放送は、移住民の声を社会に伝えるという活動目標がある。J 代表は設立の

経緯を、以下のように述べた。

「当時（2004年）、雇用許可性が施行され、移住労働者と韓国人活動家が、なぜ

私たちの声は、主流新聞や放送に出ないのか、なぜ正しく放送されないのか。こ

のような問題意識があり、私たち自身の声を韓国社会に伝えることができるメデ

ィアを作ろうという趣旨で出発しました（J）」

現在は、ラジオ放送や映画制作で移住民や活動家の声を伝えている。ラジオ放送で

は、ラジオ放送教育を受講した者たちが、自身で放送番組を作り、録音・編集し、イ

ンターネットラジオで放送している。現在、8か国語のプログラムを制作している。

「基本的に、ラジオは、移住民当事者が自由にコンテンツを作るということにし

ています。私たちが、こうしてください、ああしてください、と指示はしませ

ん。だからニュースをしても、音楽を流しても、絵本を読んでもいいし、その人

たちの自由に任せています。でも、不適切な、たとえば差別を助長したり、他の

国の人をけなしたりした発言があった場合は、問題とします（J）」
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このように、それぞれの母語で自由にコンテンツが制作できるようになっている。

リスナーは、韓国に居住している同国人を対象としているが、インターネット放送の

ため、どこからでもアクセスが可能である。ラジオ放送を担当している P 氏に、番

組制作についての思いを聞いた。

「韓国の大学でメディアを専攻して大学院にも行き、今は、韓国で就職していま

す。ラジオ放送はミャンマー語です。自分のことばで発信することは自分自身の

自信につながります。フィリピンの放送をしている結婚移民者が、家にいるだけ

ではなくて、自分自身に主体性をもつことができる、女性も勉強でき、社会参加

できる、多文化家族の女性の声も聴いてほしいと言っていました。やはり、社会

との接点があることはいいことだと思います。（P）」

このように、韓国で母語を使用し、メディアを通して発信することは、自分自身の

自信につながり、生活の活力となっていることがわかる。移住民放送のラジオ放送

は、外国人が活躍できる場、エンパワーできる場であり、支援者たちはその場所を提

供する支援をしている。番組で何を発信するかも重要であるが、発信する場があると

いうことが外国人の韓国での生活に活力を与えていることが明らかとなった。

公開放送では、さまざまな言語で発信者自身が関心のあるテーマについて番組を制

作していた。これは、ラジオ番組制作の教育を受け、その技術が彼らの番組制作につ

ながっている。フィリピン人結婚移民者のように、女性でも教育が受けられ、その技

術を使って社会参加できることは外国人にとって意義があり、活躍の場があるという

ことは、生きていくための大きな原動力になると考える。外国人として、社会から排

除・疎外されていると感じ、社会参加できない人々もいるが、ラジオ放送教育を通し

て、新たな外国人間のネットワークを構築し、さまざまな情報提供も相互に実施され

ている。これらのつながりは、今後多文化社会では、重要になると考える。

5.2．技術を学び自立できる場

メディア制作・教育を通して、外国人に技術を習得させ、その後の韓国社会で自立

を支援したいという支援者には思いがある。また、メディア活動家として活動してほ

しいという思いもあるが、まずは技術を学び、制作し、自身の声や考えを発信すると
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いうことを目標としている。ラジオも映像も、制作経験者が理論から編集技術まで教

え、ラジオは母語で番組を制作しているが、映像は母語で制作した場合、韓国語字幕

を付ける技術なども教えている。できる限り、自分自身の声や思いを表現できるよう

な技術、および、理論・放送倫理を学び、声を伝えることを重視している。

H 事務局長は、以前は映像制作関係の仕事をしていたが、移住民放送に関わって

からは韓国社会にさまざまな人がいることに気づいたという。今回の映像制作教育の

参加者は 20名で、最後に映像を発表できたのは 6名となったが、教育する場がある

ことが重要だと考えている。それには、社会で対等な関係を築けるよう、自立支援を

したいという思いがある。

また、映像制作教育の講師をしている S 氏は、中国の朝鮮族であり、自分自身の

現在の仕事について以下のように述べた。

「以前、私は別の会社で仕事をしていました。その時は、自分は小さな機械の一

部と感じ、生活がつまらないと思っていました。でも、ここでは、私がしたいこ

とができています。ここには、失敗を恐れず、失敗も必ず後に成果がでるという

雰囲気があります。移住民放送の活動は連帯感があり、とても温かいと感じてい

ます。映像制作は、自分ですべてできるようになるのがこの教育の目標です。で

きた作品を多くの韓国人に見てほしいと思います。（S）」

韓国の大学でメディア制作を学び、ドキュメンタリー制作に興味を持ち、韓国の農

村で働く移住労働者を対象としたドキュメンタリーを撮影した経験もある。このよう

な、外国人から見た韓国を、映像制作を通して、多くの韓国人に見てもらい、韓国社

会にいる外国人を知ってほしいという思いがある。そこには、外国人からの客観的な

視点で見た、韓国社会があるという。韓国が抱える外国人との共存問題は、韓国人の

意識変革をしなければ差別や偏見が軽減されないと考えており、その一つに映像を通

しての活動があるという。

映像制作技術は、YouTube などの配信技術も学べるため、現在は、若い留学生な

どの受講者が多い。ラジオだけでなく、映像を通して、社会に発信していく技術を身

に付けることは外国人に非常に意義がある。映像制作の教育効果については、リサー

チ能力やコミュニケーション能力の発達が明らかになっているが、外国人が彼らの視
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点から、韓国のドキュメンタリー制作をすることは、制作を通しての協調性、社会で

のコミュニケーション能力も発達してくのではないかと考える。また、個人的な教育

効果だけではなく、社会との接点をつなぐ効果もあるのではなかろうか。

また、S 氏のように、移住民放送が、講師として自身の力を発揮できる場と感じて

いることがわかる。以前、映像制作教育を受講した人たちが、ドキュメンタリー映画

を制作し、映画祭で高評価を得た作品もある。その後、映画監督として活動している

人もいる。このように、メディア教育により、支援者たちは自立を支援し、社会で活

躍できる人材を育成しているのである。就業支援だけでなく、教育から支援をしてい

くことは非常に重要である。一方で、これらの教育支援は、政府や地域でのプロジェ

クト支援金として無料で実施しているため、プロジェクトとして選ばれなければ活動

の実施が難しくなる。現在、在籍している映像制作講師の S 氏は、ソウルのニュー

ディール政策から人件費が出ており、難民認定者の M 氏も政府からの支援がある。

それ以外の経費は、後援会の会費と寄付などで賄われており、資金不足が支援の大き

な問題となっているのが現状である。

5.3．差別や偏見軽減を発信していく場

J 代表が人権活動家ということもあり、韓国社会での外国人に対する差別や人権に

ついて改善していくことを常に考えながらメディア教育・活動をしている。

H 事務局長も、移住民放送の仕事をして、初めて韓国社会の外国人について考え

始めたという。

「私は、今まで移住民についてあまり考えずに生きてきたと思います。ここでい

ろいろな人と出会い、いろいろな話を聞いて、韓国社会は差別・偏見を持って外

国人を見ていると思いました。ここ（韓国）で、仕事をして、ここで生きていこ

うと頑張っている人たちがたくさんいるのに、この状況を知らない韓国人がたく

さんいます。（H）」

S 氏も朝鮮族として、差別にあうこともよくあるという。そのため、韓国社会で共

に生きている移住民がメディアを通して、彼らの声を伝えたいという思いがあった。

放送専門家と実施している放送用語モニタリング調査でも、外国人を差別したり、
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誹謗中傷したりすることばが一般放送でよく使用され続けているという。まだ、目標

である韓国人と移住民が対等に生きていく社会への道のりは遠いが、放送倫理などを

見直すという趣旨で実施されているこのような調査は、韓国社会の一つの変化である

と捉えることができる。

現在、外国人労働者は短期的な単純労働が多く、朝鮮族のような韓国系外国人はさ

まざまな職種に付けるという利点もあるが、その中で疎外感を味わっている人も多

い。韓国人の欧米以外の外国人に対する差別には、職種や賃金格差などもあり、社会

では他者として排除されていると感じている外国人が多い。しかし、移住民放送の関

係者たちは、外国人も同じ社会で共に生きていく人々だと考えており、現在、韓国の

労働を支えているのも移住労働者であり、このような差別意識を持っていては、韓国

自体が発展していかないと考えている。韓国では、外国人に対する対等な関係という

意識が抜け落ち、多文化主義的な考えも希薄である。単一民族と考えられていた韓国

社会が多民族国家になったことは、民族ということばが軍隊の宣誓文や、教科書から

なくなったことからもわかる。しかし、まだ文化的背景の異なる人々との共存という

点で、ホスト社会としての意識改革が遅れていると考えられる。これは、多文化家庭

の結婚移民者とその子どもを将来の人的資源として韓国社会へ受け入れることとは異

なるのである。

また、移住民映画祭は、移住背景を持つ人々をテーマにした作品が上映され、その

中には移住背景を持つ監督もいる。さまざまな国からの作品は社会や移住民が抱える

問題をテーマにしており、映画祭の中で、その問題に対する監督とのトークイベント

も開催されている。映画祭は 2日間、無料で開催され、その中での一般市民と移住民

との映像を通しての対話は、社会で共に生きていく人々をつなごうとしている。

Y 氏は、外国人とともに生きていくことに関して次のように述べた。

「この国が生き残るために移住民が必要なんだという、そういう認識を持たない

と、結局教育的な部分でもそういう…、自分たちのために必要な人を受け入れる

のに、そういう人たちに対する礼儀だとか、そういう人たちの人権を守ればこ

そ、その人たちがここで生活できるとか、そういう思考になっていかないと、何

かいつまでも…そういう人たちが経済力になるとか、そういう意識がないと、結

局国としても生き残っていけないし…マインドがやっぱり変わっていかないと。
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（Y）」

このように、韓国での外国人に対する意識・見方を変えていかなければならないこ

とを指摘している。現在、難民認定され、在籍している M 氏も外国人として差別さ

れていると感じることもあるが、移住民放送で撮影や記事を書くことについては、自

身の経験も活かせる仕事だと現在は前向きに捉えている。移住民が活躍できる場があ

り、かれらの声を発信することが日常的になれば、韓国社会にその態勢が根付いてい

く可能性がある。継続して支援していくことは運営資金の問題もあり、困難ではある

が、その支援を続けていくことが、目標に掲げている「韓国人と移住民が対等な社会

を目指す」一歩になるのではないかと考える。

6．まとめと今後の課題

「移住民放送」が、韓国での差別や偏見のない社会をめざし、彼らの力強い声を社

会に伝達するという目的は、メディア放送、メディア教育という支援により実施され

ていた。メディアを通じて、外国人を支援していくということは、彼らの声を母語で

発信するのみならず、彼らの活躍できる場を提供し、当事者の韓国生活・適応に大き

く影響を及ぼしていると考えられた。難民認定されたエジプト人、留学生から現在韓

国で就業するミャンマー人や教育受講者たちは、メディアを通して自身の声を発信し

たり、メディア関係の仕事をしたりすることにより、外国人として社会との接点を築

け、自立できる場として重要であると述べている。また、ラジオ教育を受講し、韓国

に居住する同国人に、自身の母語でインターネット放送ができるようになることは、

当事者の大きな自信につながっており、外国人支援の一つとして大きな意義があると

考えられた。支援者の外国人との対等な社会を目指すという目標については、一般放

送を通じての差別用語使用や偏見など、社会での移住民との共存に対しての認識がま

だ不足していると考えられたが、支援者たちが、外国人をこれから共に韓国社会を担

っていく人的資源と捉え、対等な関係を築いていくことがこれからの社会の発展につ

ながると考えていることがわかった。これらの活動・信念が 15年もの間、引き継が

れ、外国人たちの活躍できる場を提供し、大きな支援の一つになっていることが明ら

かとなった。差別・偏見をなくし、対等な関係の構築が国の発展につながっていくと

いう考えが、支援を支えるものだと考える。それには、韓国での外国人に対するホス
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ト社会としての意識変革が必要である。2018年ごろまでは国際結婚家庭である多文

化家庭への支援が政府によって積極的に実施されていた。国民の認識も高まり、これ

は一定の成果を上げたと考えられるが、それ以降の支援が縮小されており、現在の社

会問題は、多文化家庭だけでなく、すべての外国人との共存に変化してきている。移

住民放送のような支援は、今後、韓国社会を担う人々への大きな原動力となるが、支

援には、政府の支援金などの関与が大きく影響を及ぼす。現在、新型コロナウィルス

の影響もあり、放送を休止しており、移住民映画祭も劇場での入場人数制限がかかる

ため、並行してオンラインでの上映となっている。団体を運営していく運営資金の問

題なども含め、これからも支援活動を注視していくことを今後の課題としたい。
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注

１ 特別の教育課程とは、「児童生徒が学校生活を送る上や教科等の授業を理解する

上で必要な日本語の指導を、在籍学級の教育課程の一部の時間に替えて、在籍学

級以外の教室で行う教育の形態」である。（文部科学省，2014）

２ 「多文化家族支援法」とは、大韓民国の国籍保持者と外国国籍保持者および婚姻

帰化者の婚姻から構成される家族を多文化家族と定義し、その家族の社会統合を

支援する目的で制定された。

３ 現在は、全国で 228カ所の多文化支援センターが開設されている（���（タヌ

リ：多文化家族支援ポータル），2021）。

４ 移住民は、韓国の市民団体や活動家などでは普遍的に使用されている用語であ

る。本稿では、名称やインタビュー内容などで使用される「移住民」について

は、そのまま「移住民」を用い、それ以外は一般的に使用されている外国人を使

用する。
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５ 第 1次開放では、映画は日韓共同制作作品と 4大国際映画祭受賞作品、ビデオで

は劇場で公開されたもの、出版物では日本語の漫画及び漫画雑誌が開放された。

次に、1999年 9月 10日に第 2次開放、2000年 6月 27日に第 3次開放、2004年

1月 1日に第 4次開放、2006年 1月 1日に第 4次追加開放と、段階的に実施され

た（鄭，2016）。

６ 初期のメンバーには、ネパール人やミャンマー人の移住労働者や難民認定者がい

たが、現在は他界している。現在も当時の関係者が映画監督になったり、映像関

係の仕事に就いたりしている。
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